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日頃より、土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年度も皆様方のご協力により、道路や上下水道等の工事を順調に進める

ことができました。改めてお礼を申し上げます。 

今年度も引き続き道路や上下水道等の工事をはじめ、仮換地の指定区域および使

用収益開始区域の拡大を順次進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 白岡駅東部中央土地区画整理事業については、平成２２年３月まで「都市整備課」

が所管をさせていただいておりましたが、この度、役場の組織改正によりまして、

４月から「街
まち

づくり課」に名称が変更されました。 

なお、担当名については今までどおり変わりありませんので、お電話等でのお問

合せの際には、「白岡駅東部中央担当」とお申し付けください。 

 また、事務所については今までどおり役場の２階に設置をされますが、位置が変

わっていますのでご来庁の際にはご注意ください。 

 

 

 

 

 事業の進捗率につきましては、総事業費ベースで約４２％となっております。 

また、仮換地の指定率につきましては、地区内全体の宅地面積のうち８０．９％

となっており、使用収益の開始率については、３０．０％となっております。 

今後も事業の早期完了向け、より一層努力をしてまいります。 

（各数値は、平成２２年３月末現在のものです。） 
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と う ぶ ちゅう お う 

すみよいまちづくり 

担担当当課課のの名名称称がが「「街街
まち

づづくくりり課課」」にに変変わわりりままししたた  

２２．．平平成成２２１１年年度度のの工工事事のの予予定定ををおお知知ららせせいいたたししまますす。。  

１１．．事事業業のの進進捗捗ににつついいてておお知知ららせせいいたたししまますす  
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工事期間中は道路の通行規制をはじめ、騒音や振動など皆様には大変ご不便 

とご迷惑をお掛けすることとなりますが、安全対策等に十分配慮しながら進め 

てまいりますのでご協力をお願い申し上げます。 

２２．．平平成成２２２２年年度度のの工工事事のの予予定定ににつついいてておお知知ららせせいいたたししまますす  

本年度に予定をされています工事につきましては、道路の新設工事および上下水道 

の新設工事を予定しております。（工事場所は以下の図をご参照ください。） 

        街 路 の 新 設 工 事 

水道管の新設工事 

汚 水管の新設工事 
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 昨年度実施しました下水道（汚水管）の工事に伴い、下水道の使用できる区域が

広がりました。（供用区域図は次ページのとおりです。） 

 なお、道路に埋設されております、下水道本管から宅地内（取り付け管まで）へ

の工事は、設置場所等の要望をお聞きしながら、１宅地１箇所を土地区画整理事務

所で設置しますので、下水道の取り付け管の設置を希望される方は土地区画整理事

務所までお早めにご相談ください。 

（取り付け管から先の宅地内の排水設備につきましては、個人負担となります。） 

 

 

 

 

 都市ガス等の供給については、土地区画整理事業において整備をする計画はあり

ませんが、民間のガス供給事業者が当土地区画整理地区内を含めた区域でガスの供

給事業に関する認可を取得し、現在一部の道路でガス管の埋設工事が進められてい

ます。  

今後、ガス事業者がガスの供給の希望などについてお伺いすることがあるかと思

いますが、加入についてはご自身のご判断でお願いします。 

ガスの供給に関すること（供給の時期など）やガス管埋設工事に関することなど

は、供給元の事業者（新日本ガス㈱：0480-29-3893）へ直接お問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

建物の建築に伴う申請や登記、金融機関からの融資、農地転用などの手続きの際

に、各種証明書が必要となることがあります。証明書は町で発行しますので、必要

な場合には担当までお申し出ください。 

（申請書は窓口に備え付けているほか、町の公式ホームページからダウンロードす

ることもできます。） 

なお、土地所有者以外の第三者の方が申請される場合は、土地所有者からの委任

（委任状）が必要となりますのでご注意ください。 

また、「底地証明」「仮換地証明」については、仮換地指定がなされている土地

に限り発行します。 

※ 証明書の交付は、原則として申請をした日の翌日以降となります。 

３３．．下下水水道道供供用用開開始始区区域域のの拡拡大大ににつついいてて  

５５．．各各種種証証明明書書のの申申請請ににつついいてて  

４４．．ガガススのの供供給給事事業業ににつついいてて  
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 供用開始済みとなっている区域  

 平成２２年３月末に供用開始された区域  

 

下 水 道 供 用 開 始 区 域 図 
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事業地区内において建築行為等（建物の新増築、土地の掘削・盛土、ブロック

塀やコンクリートの打設などの外構工事、工作物等の設置・たい積等も含みます。）

を行うときは、土地区画整理法第７６条の規定により、許可が必要になります。 

建築行為等が可能かどうかは、町が行う道路工事等の進捗状況や区画整理前後

の土地の位置、形状等によって個々に判断することになります。例えば、仮換地が

指定された土地であっても、工事や建物移転の事情等により、ただちに仮換地を使

用できない場合や、仮換地は使用できても、接道の状況等建築基準法上の要件を満

たしていない場合などにより、建築行為等ができないことがあります。 

なお、やむを得ない事情等により工作物等の建築行為等を行う場合には、「そ

の建築物等が事業施行の障害となったときの移転経費等は自己負担になります」と

いった内容の許可条件を付けさせていただくことがありますのでご了承ください。 

もし、許可条件に反して、または許可を受けずに建築行為等を行った場合には、

設置者または土地所有者の負担により、原状に回復または移転、除却をしていただ

くことがあります。 

土地区画整理事業の施行の障害とならないよう、また皆様の二重投資を防ぐた

めにも、地区内で建築行為等を計画される場合には、あらかじめ当土地区画整理事

務所へご相談ください。 

 

 

 

 

 土地の売買・相続・贈与等の所有権移転については、換地処分後の一時期を除き、

いつでも行うことができますが、現在の土地の状況だけではなく、仮換地（または

仮換地案）の位置や形状、面積等を十分考慮した上で行ってください。 

 また、土地の分筆をされる場合については、仮換地（または仮換地案）について

も分割が生じることがありますので、仮換地（または仮換地案）を将来どのように

利用されるのか考え、分筆をされるようお願いいたします。 

 なお、これらの土地の異動については、届出等が必要になる場合がありますので、

あらかじめ当土地区画整理事務所へご相談ください。 

 

 

６６．．建建物物をを建建ててるる場場合合ななどどににはは手手続続ききををおお願願ししまますす  

７７．．土土地地のの所所有有権権のの移移転転、、分分筆筆ななどどににつついいてて  
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 農地を転用される場合には、農業委員会へ届け出る前に、当土地区画整理事務所

において、従前地の面積と仮換地（または仮換地案）の面積との整合について確認

してください。以後の転用面積の把握に支障が生じる場合があります。 

また、田について見沼土地改良区受益地から除斥するときは、あらかじめ当土地

区画整理事務所において除斥面積の確認をしてください。 

なお、除斥等の手続きが済んでいない場合、翌年度以降も土地改良区賦課金（水

利費）が賦課徴収されることがありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 町では、現在保留地を公売しています。保留地とは土地区画整理事業施行者（町）

が、事業の資金の一部に充てるために売り出している宅地のことです。 

 保留地は、周辺の公共施設（道路や上下水道など）の整備が完了次第公売をさせ

ていただいております。公売の開始時期などについては、広報「しらおか」および

町の公式ホームページ等で順次ご案内いたしますのでご参照ください。 

 また、現在公売中の宅地もございますので、保留地の購入をご検討されている方

は担当までお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

この広報誌は、土地区画整理事業地内にお住まいの方や地区内に土地をお

持ちの方などに発送をさせていただいております。 

今後も土地区画整理事業の進捗状況や工事の予定などについて本誌をは

じめ種々の方法でお伝えしてまいりますのでご理解の程よろしくお願いい

たします。 

また、土地区画整理事業について何かお気づきの点やご不明な点、あるい

はご意見やご相談などがございましたら、土地区画整理事務所担当までお問

い合わせください。 

（白岡町街づくり課 電話：0480-92-1111 内線 226・227） 

８８．．農農地地のの転転用用・・土土地地改改良良区区かかららのの除除外外ににつついいてて  

９９．．保保留留地地をを公公売売ししてていいまますす  


